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令
和
七
年
に
大
阪
市
で
開
催
予
定
の
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
（
以
下
、
「
二
〇
二
五
年
大
阪
万
博
」
）
は
、
二
〇
二

五
年
四
月
か
ら
十
月
ま
で
の
六
ケ
月
間
開
催
さ
れ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
二
五
年
大
阪
万
博
の
終
了
後
に
は
パ

ビ
リ
オ
ン
な
ど
の
施
設
は
処
分
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

国
際
連
合
サ
ミ
ッ
ト
で
合
意
さ
れ
、
日
本
政
府
と
し
て
も
実
施
す
る
と
し
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
目
標

十
二
で
は
「
持
続
可
能
な
消
費
と
生
産
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
12
・
２
で
は
「
二
〇
三
〇
年
ま
で
に

天
然
資
源
の
持
続
可
能
な
管
理
及
び
効
率
的
な
利
用
を
達
成
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

二
〇
二
五
年
大
阪
万
博
の
パ
ビ
リ
オ
ン
な
ど
の
施
設
等
の
解
体
費
用
は
、
二
〇
二
五
年
大
阪
万
博
の
建
設
費
予
算
の
二
千

三
百
五
十
億
円
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
か
か
る
と
見
込
ん
で
い
る
か
。
ま
た
、

そ
の
解
体
費
予
算
は
、
今
後
、
増
額
と
な
る
こ
と
は
な
い
か
。
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

二 

二
〇
二
五
年
大
阪
万
博
の
終
了
後
に
解
体
さ
れ
た
施
設
等
は
別
の
場
所
で
再
利
用
す
る
と
の
計
画
と
承
知
し
て
い
る
が
、



 

２ 

 

再
利
用
計
画
は
ど
の
程
度
、
進
捗
し
て
い
る
か
。
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 
半
年
の
開
催
期
間
の
た
め
に
施
設
を
建
設
し
て
解
体
す
る
の
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
規
定
す
る
「
天
然
資
源
の
持
続
可
能
な

管
理
と
効
率
的
な
利
用
」
に
反
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
は
如
何
に
。 

 

右
質
問
す
る
。 


